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令和８年度支援サービスメニュー

組合設立・新規創業

組合制度・運営について

経営戦略・経営ビジョン等の策定

経営革新・経営改善の方策

労働指導・労働関係法令について

女性活躍・働き方改革

シニア・障がい者雇用

外国人材の受け入れ

事業承継について

専門家によるアドバイス・情報提供

小企業者・小規模事業者組合

〇成長戦略推進プログラム等支援事業　※構成員3/4が小企業者の組合等
〇取引力強化推進事業　　　　　　　　※構成員1/2が小規模事業者の組合等

指導員による相談・支援

環境経営・省エネ・再エネ

エコアクション２１について

情報化指導（IT導入・DX化など）

BCP（事業継続）策定

県内中小企業の海外展開支援

ものづくり支援

地域資源の活用

高度化事業

各種補助・助成金について

各種融資・金融・税制について

有料サービス

弁護士（法律）

公認会計士・税理士（税務）

社会保険労務士（労務）

※有料サービスにつきましては、基

本的に組合を対象にしております

が、組合員企業は対象となります。

無料サービス
ECOアドバイザー(省エネ診断)

環境経営実現のための社内研修

外国人技能実習制度適正化支援

一般事業主行動計画策定支援

デジタル導入伴走支援

諸制度改正等・事業環境変化へ

の対応支援

情報提供

〇機関誌CROSSTALK・FAX版CROSSTALK　会員限定配信

組合運営、企業経営に役立つ情報を年間４回の冊子と月３回のFAXで提供

〇官公需の受注情報　　〇景況情報・情報連絡員報告　　〇労働実態調査

→こちらの情報は当会のHPで随時公開しています
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危機管理
〇中小企業倒産防止共済
取引先等の倒産により売掛債権が回収不能になった場合貸し付けが受けられる制度
〇中央会ビジネスJネクスト
従業員の業務上災害を政府労災とは別に保証する制度
〇オーナーズプラン
経営者の事業承継対策と万が一のリスクマネジメント
〇パートナーズプラン
役員・従業員のための多様な保障
〇火災共済
火災・落雷・風水災など、あらゆる事故から建物や動産を守る制度
〇自動車事故費用共済
自動車で事故を起こした場合に経済的負担をサポートする制度

主な補助事業・補助金

・中小企業省力化投資補助金

・ものづくり・商業・サービス生産性

　向上促進補助金

・新事業進出・ものづくり商業サービ

　ス補助事業(New!)

経営安定・福利厚生

掛金が団体加入になり、
通常より割安でご加入い
ただけます

従業員・経営者の福利厚生
〇退職金共済制度：人材確保・定着のための従業員退職金共済制度
〇経営者年金制度：経営者及び家族従業員のための退職金制度

・しまね脱炭素加速化事業
　再エネ設備導入補助金
・しまね脱炭素加速化事業高効率
　省エネ設備導入補助金 

・中小企業デジタル導入加速化補助金
・デジタル導入支援者による伴走支援

・外国人材定着支援補助金 

・外国人技能実習制度適正化事業

・大学生等のIT技能習得促進事業

・一般事業主行動計画の策定支援事業

生産性向上等

環境経営

DX推進

人材

・制度改正等の課題解決環境整備事業

・BCP策定支援事業

・事業環境変化対応型支援事業
→ ex)団体協約・下請法・各種税制

専門家派遣

・小規模事業者組織化指導事業及び

　中小企業組合等課題対応支援事業
→共同事業の改善、新規事業開発のため

　の実現可能性調査、取引力強化促進を

　図る取組等の支援を行います 小規模事業者



中央会について

どのような機関ですか？Q

A 島根県中小企業団体中央会は、中小企業等協同組合法に基づく公的機関で
す。県内における中小企業団体の育成と中小企業の発展を図るために設立
された、公益性の高い特別法人です。

どんなことに取り組んでいますか？Q

A 組合等の設立指導や運営指導、あるいは中小企業経営についての相談に応
じるとともに、各業界や組合等の直面している課題等に対応することを目
的に、情報提供、調査研究事業を実施しています。
また異業種交流、産業集積における分業ネットワーク、系列やアウトソー
シング等の支援、自社のコアコンピタンスを最大化するための連携、DX
化や環境経営の推進、中小企業の労働力確保対策も実施しています。

支援対象は？Q

A
支援対象は組合等に加え、その構成員となる中小企業、LLP・LLC・NPO、
共同出資会社、任意組織など幅広く支援しています。

関連団体はどのような団体ですか？Q

A
島根県商店街振興組合連合会　　　　  島根県共同店舗協同組合連合会
しまねエコライフ推進会議事業者部会　エコアクション21 地域事務局しまね

島根県中小企業団体青年部連合会　　  島根県中小企業団体女性協議会
NPO法人ITCしまね　　　　　　　　    しまね住まいの家研究会　　
島根県中小企業組合士協会

Q

A

問い合わせについては？

お問い合わせは、表紙に記載している電話またはメールにて随時受け付けて
おります。ご質問等がございましたら、まずはお気軽にお問合せください。
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